
令和６年度第４回介護保険運営協議会次第 

                      日時 令和７年２月 26日(水) 

                         午後１時 30 分～３時 

                      場所 一関保健センター多目的ホール 

１ 開 会 

２ 挨 拶 

３ 審議等 

 報告事項 

  ア 令和６年度指定地域密着型（介護予防）サービス事業所等運営指導の実績に

ついて                          （資料№１） 

  イ 指定地域密着型サービス事業所の指導監査について     （資料№２） 

  ウ 指定地域密着型サービス事業者の廃止について       （資料№３） 

  エ 令和６年度地域連携推進会議の報告について 

   ① 一関西部地域連携推進会議               （資料№４） 

   ② 一関東部地域連携推進会議               （資料№５） 

  オ 指定介護予防支援及び第１号介護予防支援事業の一部委託届出について 

                                （資料№６） 

  カ 特別養護老人ホーム入所待機者調査の結果について     （資料№７） 

 審議事項 

  ア 指定地域密着型サービス事業者の新規指定について     （資料№８） 

  イ 指定介護予防支援事業者の指定更新について        （資料№９） 

 その他 

４ その他  

５ 閉 会 

                         （次回開催：（令和７年６月ごろ）） 





任期：令和６年４月１日～令和９年３月31日

※任期途中での変更があった場合は現任者を掲載

№ 役員 地域 氏名 所属 選出規定 備考

1 会長 一関 秋　保　茂　樹
一般社団法人一関市医師会
会長

第３条第１項第１号
（保健医療福祉の関係者）

2 花泉 吉　原　　　睦 一関歯科医師会　会長
第３条第１項第１号
（保健医療福祉の関係者）

3 川崎 岩　渕　一　昌
両磐ブロック高齢者福祉協議
会　会長

第３条第１項第１号
（保健医療福祉の関係者）

4 一関 髙　橋　一　夫
一般社団法人岩手県介護老人
保健施設協会　事務局長

第３条第１項第１号
（保健医療福祉の関係者）

5 副会長 一関 村　上　秀　昭
社会福祉法人一関市社会福祉
協議会　介護事業課長

第３条第１項第１号
（保健医療福祉の関係者）

6 一関 佐々木　裕　子
一関市民生委員児童委員連絡
協議会　会長

第３条第１項第１号
（保健医療福祉の関係者）

7 平泉町 佐　藤　照　子
平泉町民生児童委員協議会
会長

第３条第１項第１号
（保健医療福祉の関係者）

8 一関 阿　部　英里子
両磐地区介護支援専門員協議
会　理事

第３条第１項第１号
（保健医療福祉の関係者）

9 一関 長　澤　　　茂
一関市医療と介護の連携連絡
会　幹事長

第３条第１項第１号
（保健医療福祉の関係者）

10 一関 岩　渕　松　義
認知症の人と家族の会岩手県
支部一関地区世話人

第３条第１項第２号
（被保険者）

11 一関 沼　倉　恵　子
一関市まちづくりスタッフバ
ンク

第３条第１項第２号
（被保険者）

12 藤沢 小野寺　健　一
一関市行政区長会連絡協議会
会長

第３条第１項第３号
（各種団体等の関係者）

13 一関 長　田　　　昌
一関市老人クラブ連合会一関
支部　支部長

第３条第１項第３号
（各種団体等の関係者）

14 花泉 佐　藤　みさ子
一関市保健推進委員連絡協議
会　副会長

第３条第１項第３号
（各種団体等の関係者）

15 - 木　村　博　史 岩手県一関保健所長
第３条第１項第４号
（学識経験者）

（順不同）

介護保険運営協議会委員名簿
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構成市町関係

介護保険担当参事 山　形　雅　彦 一関市福祉部長

介護福祉主幹 伊　東　裕　芳 一関市福祉部長寿社会課長

介護福祉主幹 菅　野　文　子 平泉町保健センター所長

一関地区広域行政組合関係

事務局長 佐　藤　正　幸

事務局次長兼介護保険課長 千　葉　信　子

介護保険課長補佐兼資格給付係長 坂　本　光　司

介護保険課長補佐兼認定調査係長 中　村　謙　介

介護保険課介護保険総務係長 糸　数　　　透

介護保険課主任主事 若　生　晃　央

介護保険課主任 鈴　木　正　志

一関西部地域包括支援センター所長 小野寺　久　美

一関西部地域包括支援センター社会福祉主査 千　田　　　修

一関東部地域包括支援センター所長 佐　藤　恵　美

一関東部地域包括支援センター主任社会福祉士 菅　原　大　輔

さくらまち地域包括支援センター所長 太　田　真希子

はないずみ地域包括支援センター所長 小野寺　　　伸

しぶたみ地域包括支援センター所長 小野寺　理　恵

ふじさわ地域包括支援センター副看護師長 小野寺　朝　子

ひらいずみ地域包括支援センター所長 千　葉　礼　子

職　名 氏　名 備　考

介護保険運営協議会出席職員名簿

職　名 氏　名 備　考
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一関地区広域行政組合介護保険運営協議会規則 

平成18年４月１日 

一関地区広域行政組合規則第18号 

改正 平成24年３月30日 規則第４号 

改正 令和６年３月29日 規則第５号 

（設置） 

第１条 この規則は、一関地区広域行政組合介護保険条例（平成18年一関地区広域行政組

合条例第27号）第３条の規定により、一関地区広域行政組合介護保険運営協議会（以下

「協議会」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

 (所掌事項） 

第２条 協議会の所掌事項は次のとおりとする。 

 介護保険事業計画の策定及び推進に関して審議すること。 

 介護サービスの提供に関して審議すること。 

 介護保険法（平成9年法律第123号。以下「法」という。）第42条の２第５項の規定

により地域密着型サービスに関して審議すること。 

 法第54条の２第５項の規定により地域密着型介護予防サービス費の額に関して審議

すること。 

 法第78条の２第７項の規定により指定地域密着型サービス事業者の指定等に関して

審議すること。  

 法第78条の４第６項の規定により指定地域密着型サービスに従事する従業者に関す

る基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に関して審議

すること。 

 法第115条の12第５項の規定により指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定

等に関して審議すること。 

 法第115条の14第６項の規定により指定地域密着型介護予防サービスに従事する従

業者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及

び運営に関する基準に関して審議すること。 

 法第115条の22第４項の規定により介護予防支援事業者の指定に関して審議するこ

と。 

 法第115条の46に規定する地域包括支援センターの設置、運営、事業評価等に関し

て審議すること。 
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 前各号に掲げるもののほか、介護保険事業の運営上必要と認める事項に関して審議

すること。 

２ 協議会は、前項第３号から第９号に掲げる事項並びに地域密着型サービス、地域密着

型介護予防サービス及び介護予防支援（以下「地域密着型サービス等）という。）の質

の確保、運営評価その他一関地区広域行政組合管理者が地域密着型サービス等の適正な

運営を確保する観点から必要と認める事項を審議するに当たっては、地域密着型サービ

ス等運営委員会（地域密着型サービス等の費用、事業者の指定等、設備及び運営等に関

し、市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験

者を有する者の知見の活用を図るための必要な措置として設置される委員会をいう。）

としての機能を担うものとする。 

３ 協議会は、第１項第10号に掲げる事項を審議するに当たっては、介護保険法施行規則

（平成11年厚生省令第36号）第140条の66第１項第１号イに規定する地域包括支援セン

ター運営協議会としての機能を担うものとする。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員15人以内をもって組織し､次の各号に掲げる者のうちから管理者

が委嘱する。 

 保健医療福祉の関係者 

 法第９条に規定する第１号被保険者及び第２号被保険者 

 各種団体等の関係者 

 学識経験を有する者 

２ 委員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に、会長及び副会長１人を置き､委員の互選とする。 

２ 会長は、会務を総理し､会議の議長となる。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第５条 協議会は、管理者が招集する。 

２ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

（庶務） 
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第６条 協議会の庶務は、介護保険課において処理する。 

 （補則） 

第７条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

   附 則（平成24年３月30日規則第４号） 

 この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月29日規則第５号） 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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令和６年度指定地域密着型（介護予防）サービス事業所等運営指導の実績について 

１ 運営指導の実績 

  介護保険法第 23 条（※）及び一関地区広域行政組合介護保険施設等指導要綱に基づき、運

営指導を実施しました。これについては、指定期間内に概ね１回（施設系は概ね３年に１回）

を目安に実施しており、事業所から事前に提出いただいた調書により、利用契約に関する書類

やサービス提供に関する書類及び事業所内の状況等を確認しました。 

サービス名 
R6 管内 

事業所数 
R2 R3 R4 R5 R6 

地域密着型通所介護 19 ２ ４ １ ７ ３ 

認知症対応型通所介護 ３ １ － － １ － 

小規模多機能型居宅介護 ５ １ １ １ － － 

認知症対応型共同生活介護 28 13 ９ ６ 13 ９ 

地域密着型特定施設入居者生活介護 ２ － １ １ － － 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ９ ２ ６ 1 ２ ５ 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ２ － － － － － 

看護小規模多機能型居宅介護 １ １ － － － － 

地域密着型サービス計 69 20 21 10 23 17 

以下参考 

居宅介護支援事業所 47 ３ ８ ６ 13 ９ 

訪問型サービス（総合事業） 31 ８ ４ ６ ３ 11 

通所型サービス（総合事業） 56 ５ ４ ９ ４ 15 

計 134 16 16 21 20 35 

合計(地域密着型サービス含む) 203 36 37 31 43 52 

２ 監査の実績 

  介護保険法第 23 条及び一関地区広域行政組合介護保険施設等監査要綱に基づき、通報、相

談等に基づく情報を踏まえ、指定基準違反等の確認について必要がある場合、帳簿書類等の提

出、出頭または立ち入り検査（監査）を行っています。 

指定基準違反等が認められた場合には、勧告、命令、指定の取消し等を行いますが、令和６

年度は同一事業所に対して２回実施しております。経緯等について今までの介護保険運営協議

会にて報告しています。 

※介護保険法第 23 条（文書の提出等） 

 保険者は、保険給付に関して必要があると認めるときは、居宅介護支援、地域密着型サービ

ス及び地域密着型介護予防サービス（これらに相当するサービスを含む。）を担当する者に対

し、文書その他の物件の提出もしくは提示を求め、もしくは依頼し、又は当該職員に質問もし

くは照会をさせることができる。 
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３ 指導内容 

令和６年度の文書及び口頭での指導事項は以下のとおりです。 

項  目 
件  数 

居 総 地 備考 

介護報酬、加算に関すること ３ 要件、記録の整備等について 

届出に関すること １ ２ １ 事業所変更届の提出漏れ 

人員に関すること １ １ 必須研修の受講 

設備に関すること 

運営に関すること 23 56 61

内

訳

① 入退所 入所要件の確認方法 

② 被保険者証 ２ ３ 利用開始日等未記載 

③ 内容・手続きの説明・同意・契約 ５ 11 15 契約書、重要事項説明書等の不備 

④ 居宅サービス事業者等との連携 

⑤ 利用料、預り金等 ２ 出入金の確認体制について 

⑥ 身体拘束、褥瘡予防、感染症指針等 ３ ３ 委員会の開催、記録の作成 

⑦ 外部（自己）評価 １ 外部(自己)評価の未公表 

⑧ サービス計画 ５ ５ ５

担当者会議、ｱｾｽﾒﾝﾄ未実施、計画達

成状況未記載、計画とサービス提供

内容の不一致、計画内容の具体化 

⑨ 運営規程、重要事項説明書等 ３ 15 11
運営規定内容の不備、身体拘束の未

記載 

⑩ 非常災害対策 ３ 10 ４
訓練の実施・記録、ＢＣＰ作成、災

害マニュアルの不備 

⑪ 衛生管理 感染症予防及びまん延防止措置 

⑫ 地域との交流 ７
運営推進会議実施回数の不足、地域

交流の推進 

⑬ 事故発生時の対応、事故防止の体制 事故防止対策の強化 

⑭ 管理者の責務 

⑮ 掲示 ２ ２ ３
運営規程、苦情対応体制の掲示、掲

示場所の変更 

⑯ 苦情対応 ２ 苦情対応の記録様式及び記録の不備 

⑰ 緊急時の対応 １ １ 連絡網の準備 

⑱ サービスの質（研修・広告） ２ ３ 研修の機会の確保 

⑲ 記録 １ ５ ２
担当者会議・モニタリング、送迎の

記録の準備 

⑳ 秘密保持 ２ １

個人情報利用について家族からの同

意なし、同意書やケース記録の保管

場所の変更 

 その他事務指導 

合  計 24 59 66

居：居宅介護支援事業所、総：総合事業を行う事業所、地：地域密着型サービス事業所 
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地域密着型特定施設入居者生活介護事業所へ監査と対応について 

１．概要 

令和６年 10 月９日に第２回運営協議会で協議した指導監査への対応について事業所へ処

分内容を通知する前に代表者である理事長から聞き取りを行ったので、その内容と今後のス

ケジュールを報告する。

２．対象事業所 

事 業 所 名 ケアハウスぽらん

  サービス種類 地域密着型特定施設入居者生活介護

  所 在 地 一関市千厩町磐清水字二本松 93 

  利 用 定 員 27 名 11 月末現在の利用者 13 名

  事 業 者 名 社会福祉法人 千珠会 

  代 表 者 名 理事長 木村伸之 氏

３．経緯 

令和３年 12 月７日 定例の運営指導により看護職員の欠員が発覚した。

令和元年 11 月～令和３年 12 月まで遡って人員欠如減算を適用。

過誤調整により令和４年５月～令和９年４月までの５年間で返還予定。

 令和４年６月１日 常勤看護職員 A 氏を雇用開始したため人員欠如減算解消。

 令和５年４月１日 管理者の変更。

 令和５年５月   通報者 B 氏から常勤看護職員 A 氏の勤務実態はない旨の通報あり。

 令和５年９月 15 日 運営指導を実施。常勤看護職員 A 氏の雇用保険関係書類、出勤簿、源

泉徴収票の提出を受けた。

 令和６年６月 11 日 通報者 C 氏から令和５年の運営指導に提出された資料は偽造されたも

のと通報あり。

 令和６年８月８日 監査１回目を実施。

 令和６年８月 30 日 監査２回目を実施。

４．監査で確認できた事項 

 ・ 令和４年６月１日付で雇用した看護職員の勤務実態はなく、令和５年の運営指導で提出

された資料は虚偽のものであった。

 ・ 令和４年６月１日からも人員欠如減算を適用しなければならないことを当時の管理者は

認識していた。人員欠如減算解消の届出も当時の管理者が行った。

 ・ 看護職員が不在期間は、気仙沼市の NPO なごみの事業所から看護師が派遣されてケア

を行っていた。具体な派遣内容については当時の管理者同士が調整していた。

 ・ 社会福祉法人千珠会の理事長は、令和４年４月１日から NPO なごみの事業所の看護師

A をケアハウスぽらんへ出向させる手配は行った。追々、ケアハウスぽらんの常勤看護師
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指定地域密着型サービス事業所の指導監査について
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指定地域密着型サービス事業者の廃止について 

１ 概要 

   介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 78 条の５第２項に基づき廃止の届け出があった事

業所です。

２ 対象事業所 

サービスの 

種類 

事 業 所 名 

(事 業 者 名) 

事業所所

在地 

定員

(人) 
指定年月日 廃止年月日ﾞ 廃止事由 

地域密着型 

通所介護 

デイサービス金沢の丘 

（株式会社Ｍｙケア） 

一 関 市 花

泉 町 金 沢

字 上 寺 袋

61-2 

18 H28.4.1 R7.2.28 事業譲渡 
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令和６年度
一関東部地域連携推進会議報告書

第１回：10月３日開催（千厩支所大会議室）
第２回：１月29日開催（川崎市民センター研修室）

１.令和５年度からの経緯（令和６年３月22日実施）

テーマ｜自動車の存在から見えてくる地域性

テーマ設定の背景｜「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果」における「外出時の移動手段」に着目

テーマ｜運転免許を返納した高齢者の地域での役割を考える

参集者／支所市民福祉課、社会福祉協議会、ふれあいサロン、生活支援コーディネー
ター、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター

２.令和６年度の内容

■運転免許返納に係る相談は男性高齢者に多い。
⇒千厩警察署からの『運転免許自主返納者の情報提供（希望者）』は、令和５年度にお
いて男性が約78%を占めた。（男性７件/女性２件）
■ニーズ調査結果から、男性は自分で運転する場合が突出して多い。
⇒女性は、自分で運転する場合と、人に乗せてもらう場合では大差がない。

■自分で運転できている時 ：家族から頼られる、運転自体がステータス・プライド、運転そのものが「健康の証」
■自分で運転できなくなった時：自分自身への惨めさ、外出意欲の低下、大きな喪失感、自己実現の諦め

ワークショップから考察した内容｜

参集者／支所市民福祉課、社会福祉協議会、ふれあいサロン、生活支援コーディネーター、居宅介護支援事業所、まちづくり協議会、地域包括支援センター
手法 ／ワークショップ方式によるディスカッション

第１回会議｜ワーク①もし自分が運転免許を返納したとしても、どうすれば生きがいのある生活が送れるか？
｜ワーク②「ワーク①」の中から実践するプランをひとつ作ってみる。

■男性が免許返納に抵抗を受けるのは、移動手段の喪失以外にも様々な心理
的抵抗や 地域性が隠れているのではないか（仮説）

旧東磐井６圏域ごとにワークショップによるディスカッションを実施

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（令和５年３月/一関地区広域行政組合）より

■どの地域も共通し、特に男性が抱きやすく、「頼ることはみっともない」等と捉える傾向にある。女性は比較的代替手段（人に乗せても
らう等）を受け入れやすく、運転そのものへの固執・意味づけが弱いと推察。

■自動車運転ができなくなることは単なる移動手段の喪失のみならず、心身の虚弱や社会性の喪失等、地域とのつながりに密接に関わって
いる可能性がある。

地域とのつながりを再創出するにはどのような形・可能性があるか、考えることが重要

《大東》大東地域で
ウォーキング駅伝!!

〇日時（皆忙しい） 〇定着 〇ランナー 〇応援 〇給水係 〇救

護 ※各市民センターを目指そう!!

《千厩》「健康づく
り」「麻雀」等をやる。

〇場所 〇経費（お金）どうするか 〇道具が必要（購
入目的） 〇参加者をどうやって集めるか 〇世話役

〇近所の方 〇自治会 〇サロン 〇
市民センター

《東山》東山地域で交
流会を持つ。

〇場所の確保 〇移動手段 〇周知する方法 〇対象者
の把握 〇世話人の確保

〇会場の目星をつける 〇内容を考え
る 〇準備物の確認 〇グループ分け

《室根》野菜作りを通
じて地域の交流を図る

〇畑の確保（休耕土地の利活用） 〇経費 〇畑までの
移動手段 〇免許返納するとトラクターも運転できない

〇農業経験者が野菜作りの指導

《川崎》地域で!!収穫
祭

〇収穫できない 〇やる人が限られる 〇マンネリ化
〇会場までの移動手段 〇経費

〇自治会 〇老人クラブ 〇いきいき
サロン 〇社協

《藤沢》30年先までサ
ロンを続ける

〇クラブ活動的な項目を増やす 〇会場の確保 〇内容の検討

【テーマ】 【懸念されること（最終目標）】 【役割分担】

仕事（畑仕事、草刈り等）、趣味（運動、麻雀等）、交流（家族・友人との談笑、行事参加等）が大多数を占めた。

自動車（人に乗せてもらう）

全体（左）：29.7%

男性（中）：14.6% ★

女性（右）：44.2%

自動車（自分で運転）

全体（左）：60.5%

男性（中）：76.2% ★

女性（右）：45.3%
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■導入１ 中津谷川イルミネーション同好会からの事例紹介
⇒選定理由：最初は隣同士の２軒から始まり、自然発生的に取り組みが広まることで地域活性化につながったため。

２ まちづくり推進課からの情報提供（地域づくり交付金の説明と取り組み事例の紹介）

第２回会議｜ステップ①地域にどのようなつながりがあるか、既存資源の情報を出し合う。
｜ステップ②『運転免許を返納した高齢者』を引き入れる場合の参加の形を想像してみる。
｜ステップ③何かひとつ小さい単位でプランニングしてみる。

《大東》
皆で外へ出よ
う!!
第１回興田亀さ
ん駅伝～ゆっく
り自分のペース
で～

〇みんなで少しずつ歩
く
〇一人一本たすきリ
レー（家の玄関までで
も、ワンちゃんを連れ
ても）
〇目指せ市民センター

〇高齢者も選手 〇応援団
〇給水係

〇運動のきっかけづくり・水分補給の習慣づけを
目標とする。

《千厩》
買い物ツアー

買い物ツアーの実施
（定例開催）

〇買い物代行 〇呼びかけ
〇自分も買い物を楽しむ

〇カーシェアリング 〇ボランティア・世話人か
ら情報発信（チラシ・声かけ）

《東山》
特技を活かした
教室

「〇〇教室」の開催 〇講師 〇参加メンバー
〇会場の提供 〇見本の作
成

〇免許返納者へ「特技を活かしてみませんか？」
というチラシを配布（市役所・広報） 〇口コ
ミ・声がけ
●行政区長さんに返納者を確認してもらう
●送迎体制を整える

《室根》
サロン・カフェ
（隣組くらい小
さい単位で）

〇買い物
〇調理
〇食事会
全部みんなで楽しむ

〇買い出し（自分の買い物
もついでに）
〇場所の提供
〇郷土料理の先生

〇友人・知人のお誘い（免許ある方だとGood）
●迷惑をかけると思っている、世話をかける…
●ルールが必要（ガソリン代１回500円とか）
●会費（食事代）

《川崎》
かわさきカフェ

〇健康麻雀教室・郷土
料理教室

〇講師/指導者
〇道具の提供
〇スタッフ/メンバー

〇チラシ作成⇒自治会報へ掲載
●いつも来ない人をどうする？周りから崩してい
く⇒近隣、同級生、孫など

《藤沢》
◎地区の老人会
の立ち上げ

〇地区の老人会の立ち
上げ（婦人会の協力を
得る）

〇声がけ 〇参加者の取り
まとめ 〇チラシ配り 〇
得意なことを教えてもらう

〇それぞれの得意分野を見つける
〇自治会、地域おこし協力隊とタイアップ

〇人員 ⇒イベントのスタッフ、お世話人、チラシ作成、競技選手
〇会場 ⇒活動場所の提供（自宅の開放）、集まる拠点にする（会場の持ち回り）
〇講師 ⇒懐かしメニューの先生（調理指導）、地域の昔語り、オンデマンド車掌、昔遊び（昔話）

を教えてもらう
〇ご当地 ⇒地域の子どもたち皆のおじいちゃん・おばあちゃん（立ち寄りスポット）、地域の案内人（歴史や地理）

３.まとめ
〇同一テーマを土台に視点を変えたワークショップを継続して行ったことで、議論の深掘り、地域の草の根レベルの情報
や様々なアイデアを共有する機会につながった。

〇事後アンケート結果から、「ワークショップが有意義な時間だった」「ある程度役に立つ時間だった」の回答が全体

の92％を占めた。その内「実践できそうなイメージが持てた」が57％、「持ち帰れる情報が様々得られた」が43%
を占めた点も、一定程度の成果と振り返る（複数回答可）。 ※いずれも2/7時点。
〇運転免許返納によって悲観的な捉え方だけに注目することが少なくなるように、運転免許を返納してもこれまでとは違っ

た形での自己実現や自分にできることを再発見するひとつの場として、地域の受け皿・居場所がとても重要な意味を持つ。
〇地域とのつながりを再構築するためには、引き込む工夫や地域に沿った協働の形を模索することが重要だと考える。

【テーマ】 【内容（何をするか）】 【〇引き込む工夫 / ●課題】【免許返納した高齢者の役割役割】

〇趣味 ⇒釣り、パッチワーク、囲碁・将棋・麻雀、川柳、野菜づくり
〇地域活動 ⇒かかしづくり、花壇、自治会活動、地域の商工会、サロン
〇ボランティア ⇒登下校の見守り、スノーバスター、小学校読み聞かせ、河川清掃
〇運動 ⇒散歩、ゲートボール、太極拳、百歳体操、グランドゴルフ
〇仕事 ⇒シルバー人材センター、夜間管理人、中山間地活動（刈り払い）
〇イベント ⇒千厩ひなまつり、イルミネーション、自治会運動会
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　介護保険法第115条の23第３項及び第115条の47第５項の規定による委託事業所一覧

事業所番号 名称 〒 所在地 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 西部 東部
さくら
まち

はな
いずみ

しぶ
たみ

ふじ
さわ

ひら
いずみ

30 0370900482 やまゆり居宅介護支援事業所 029-0803 千厩町千厩字宮敷45－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 令和7年1月6日 ～ 令和7年3月31日 ○

計 26 19 17 14 16 7 5

※　介護保険法（平成９年法律第123号）
　　　第115条の23第３項　指定介護予防支援事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定介護予防支援の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。
　　　第115条の47第５項　前項の規定により第一号介護予防支援事業の実施の委託を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事業の一部を、厚生
　　　　　　　　　　　　労働省令で定める者に委託することができる。

※　介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）
　　　第140条の36　法第115条の23第３項の厚生労働省令で定める者は、指定居宅介護支援事業者とする。
　　　第140条の71　法律第115条の47第５項の厚生労働省令で定める者は、指定居宅介護支援事業者とする。

※　一関地区広域行政組合地域包括支援センター業務委託契約書第４条の規定による「地域包括支援センター業務内容等に関する仕様書」
　　　第２ エ　　指定介護予防支援業務の委託　①　及び
　　　第２ アⅳ）介護予防ケアマネジメント業務の委託　①　より
　　「委託に関し介護保険運営協議会に報告すること」としている。

委託しようとする指定介護予
防支援等の内容

６：サービス提供の連携・調整
７：モニタリング
８：評価
９：給付管理
10：その他（介護予防支援等契約に係る説明及び契約締結）

■委託する指定介護予防支援の内容
１：アセスメントの実施
２：介護予防サービス計画原案の作成
３：サービス担当者会議の開催
４：介護予防サービス計画原案の説明・同意
５：介護予防サービス計画書の交付

指定介護予防支援及び第１号介護予防支援事業の一部委託について

№
指定介護予防支援等の一部を委託しようとする事業所 指定介護予防支援等の一部を

委託しようとする期間

地域包括支援センター
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１　特別養護老人ホーム入所待機者数の状況について

各年基準日（４月１日）現在の在宅待機者の状況

（一関地区広域行政組合管内計、単位：人）

第９期計画

平成30年 平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

入所待機者数① 487 538 426 391 427 281 323

うち在宅の入所待機者② 151 162 119 108 143 103 114

112 133 107 101 121 91 98

44 84 66 55 67 59 60

68 49 41 46 54 32 38

　令和６年４月１日現在の入所待機者数は323人であり、うち在宅での入所待機者は114人、そのうち早期に入所
が必要とされた方は98人でした。

うち早期に入所が必要③

③のうち早急に
入所が必要

項目
第８期計画第７期計画

③のうち１年程度で
入所が必要
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人
）

組合管内入所待機者数（人）

入所待機者①

うち在宅の入所

待機者②

うち早期に入所

が必要③

③のうち早急な

入所が必要

③のうち１年程

度で入所が必要
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③のうち早
急な入所が
必要

③のうち１年
程度で入所
が必要

30年 159 44 33 17 16
31年 179 55 44 25 19
R2年 135 36 30 18 12
R3年 149 31 29 21 8
R4年 155 44 35 22 13
R5年 96 35 30 19 11

第９期計画 R6年 122 38 34 25 9
30年 14 3 1 0 1
31年 19 8 8 6 2
R2年 15 1 1 1 0
R3年 10 4 4 0 4
R4年 23 9 9 6 3
R5年 2 0 0 0 0

第９期計画 R6年 22 14 10 9 1
30年 80 18 14 3 11
31年 78 24 17 13 4
R2年 66 16 15 10 5
R3年 48 13 11 7 4
R4年 49 14 12 6 6
R5年 42 17 17 11 6

第９期計画 R6年 46 16 15 9 6
30年 57 22 19 7 12
31年 57 19 14 7 7
R2年 39 18 17 10 7
R3年 52 22 21 11 10
R4年 49 30 26 11 15
R5年 33 12 10 4 6

第９期計画 R6年 43 17 15 4 11
30年 43 7 4 0 4
31年 51 9 9 3 9
R2年 45 8 8 4 4
R3年 34 8 8 5 3
R4年 31 5 5 2 3
R5年 22 8 8 7 1

第９期計画 R6年 18 5 5 2 3
30年 25 12 9 5 4
31年 30 10 10 6 4
R2年 20 11 10 6 4
R3年 17 8 8 0 8
R4年 30 11 8 4 4
R5年 16 6 5 4 1

第９期計画 R6年 17 5 3 2 1
30年 22 10 8 2 6
31年 23 8 7 7 0
R2年 23 8 7 6 1
R3年 8 1 1 1 0
R4年 16 5 5 3 2
R5年 6 0 0 0 0

第９期計画 R6年 4 1 1 1 0
30年 61 24 15 7 8
31年 70 16 13 10 3
R2年 61 13 12 7 5
R3年 52 12 11 7 4
R4年 47 10 9 6 3
R5年 50 21 18 11 7

第９期計画 R6年 34 9 8 5 3

第８期計画

第８期計画

　令和６年４月１日現在で、早期に入所が必要な方が最も多い地域は一関地域（34人）で、次いで大東地域、千
厩地域（15人）です。また、最も少ない地域は、川崎地域の１人です。

市町名 地域名

うち在宅
の入所
待機者
②

うち早期に
入所が必要
な者③

年

第７期計画

入所待機
者①

一関

川崎

第７期計画

第７期計画

第７期計画

第８期計画

第７期計画

計画期

各年基準日（４月１日）現在の地域別入所待機者の状況

第７期計画

室根

藤沢

第７期計画

（地域別計、単位：人）

第８期計画

第８期計画

第８期計画

第８期計画

第８期計画

一関市

花泉

第７期計画

大東

千厩

東山

2



（続き） （地域別計、単位：人）

③のうち早
急な入所が
必要

③のうち１年
程度で入所
が必要

30年 461 140 103 41 62
31年 507 149 122 77 48
R2年 404 111 100 62 38
R3年 370 99 93 52 41
R4年 400 128 109 60 49
R5年 267 99 88 56 32

第９期計画 R6年 306 105 91 57 34
30年 26 11 9 3 6
31年 31 13 11 7 4
R2年 22 8 7 4 3
R3年 21 9 8 3 5
R4年 27 15 12 7 5
R5年 14 4 3 3 0

第９期計画 R6年 17 9 7 3 4
30年 487 151 112 44 68
31年 538 162 133 84 52
R2年 426 119 107 66 41
R3年 391 108 101 55 46
R4年 427 143 121 67 54
R5年 281 103 91 59 32

第９期計画 R6年 323 114 98 60 38

第８期計画

うち早期に
入所が必要
な者③

市町名 年
入所待機
者①

計画期

合　計

第７期計画

うち在宅
の入所
待機者
②

第８期計画

第８期計画

第７期計画

一関市

平泉町

第７期計画

461

507

404

370

400

267

306

140 149

111
99

128

99 105
103 122 100

93 109

88

91

41

77
62 52

60 56
57

62
48

38
41 49

32 34

0

100

200

300

400

500

600

平成30年 平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

入
所
待
機
者
数
（

人
）

一関市 入所待機者数（人）

入所待機者①

うち在宅の入所待

機者②

うち早期に入所が

必要③

③のうち早急な入

所が必要

③のうち１年程度

で入所が必要

26

31

22 21

27

14

17

11
13

8 9

15

4

9

9
11

7
8

12

3

7

3

7

4 3

7

3 3

6
4 3

5 5

0

4

0

5

10

15

20

25

30

35

平成30年 平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

入
所
待
機
者
数
（

人
）

平泉町 入所待機者数（人） 入所待機者①

うち在宅の入所待

機者②

うち早期に入所が

必要③

③のうち早急な入

所が必要

③のうち１年程度で

入所が必要
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２　待機者の追跡調査の結果について

早期に入所が必要な方は、令和６年４月１日現在で98人であったが、12月31日時点では特別養

護老人ホームやその他の施設への入所、死亡などにより42人に減少している。

（一関地区広域行政組合管内計、単位：人）

R4.4.1 R4.12.31
（追跡調査）

R5.4.1 R5.12.31
（追跡調査）

R6.4.1 R6.12.31
（追跡調査）

入所待機者数① 427 - 281 - 323 -

うち在宅の入所待機者② 143 53 103 52 114 58

121 45 91 42 98 42

67 26 59 28 60 24

54 19 32 14 38 18

令和６年度追跡調査における「早期に入所が必要な方」の減少理由

（単位：人）

計
Ａ－Ｂ

死亡 特養入所
特養以外の施
設等入所

その他（状態・
状況の変化）

42 56 11 25 5 15

項目

令和４年度 令和５年度 令和６年度

うち早期に入所が必要③

③のうち早急に
入所が必要

③のうち１年程度で
入所が必要

R６.4.1

Ａ

Ｒ６.12.31
（追跡調査）

Ｂ

減少数

98
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指定地域密着型サービス事業者の新規指定について 

 下記の事業者から、指定地域密着型サービス事業所に係る指定申請書の提出

がありました。 

 今回申請する地域密着型通所介護サービスについては、公募によらない整備

をしており、介護保険事業計画における整備計画以外のサービスとなります。 

 また、対象事業所については、書類審査及び現地確認により、「一関地区広域

行政組合指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準

を定める条例（平成 25 年一関地区広域行政組合条例第２号）」に適合している

ことを確認しております。 

１ 対象事業者  株式会社航和 

         （岩手県岩手郡雫石町柿木５番地４） 

   サービスの種類  地域密着型通所介護 

   事業所名     デイサービス金沢の丘 

   事業所所在地   一関市花泉町金沢字上寺袋 61-2 

   指定期間     令和７年３月１日から令和 13 年２月 28 日まで 

   現地確認日    令和７年２月 18 日（火） 

   添付書類     ① 地域密着型サービス事業所指定申請書写し 

            ② 事業所の指定に係る記載事項（付表）写し 

            ③ 事業所の位置図 

            ④ 事業所の平面図 

            ⑤ チェックリスト 

２ 対象事業者  株式会社ドクターアイズ 

         （北海道札幌市中央区南三条東４丁目１番地 20） 

   サービスの種類  地域密着型通所介護 

   事業所名     リハニック一関 

   事業所所在地   一関市東地主町 20 番地３ 

   指定期間     令和７年３月３日から令和 13 年３月２日まで 

   現地確認日    令和７年２月６日（木） 

   添付書類     ① 地域密着型サービス事業所指定申請書写し 

            ② 事業所の指定に係る記載事項（付表）写し 

            ③ 事業所の位置図 

            ④ 事業所の平面図 

            ⑤ チェックリスト 

1
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地域密着型通所介護チェックリスト

○提出書類

提 出 書 類 名 チェック欄

1 指定申請書【第１号様式】 〇

2 指定更新申請書【第５号様式】

3 事業所の指定に係る記載事項【付表９－１】 〇

4 事業所等所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項【付表９－２】

添 付 書 類 チェック欄

1 申請者の登記事項証明書又は条例等 〇

2 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表【参考様式１】 〇

3 
事業所の平面図、配置図、位置図（公図の写し等に予定地をマーカー

等で色づけすること。）【参考様式３】
〇

4 設備・備品等に係る一覧表【参考様式４】 〇

5 

運営規程（①事業の目的及び運営の方針、②従業者の職種、員数及び

職務の内容、③営業日及び営業時間、④利用定員、⑤サービスの内容

及び利用料等、⑥通常の事業の実施地域、⑦サービス利用に当たって

の留意事項、⑧緊急時等における対処方法、⑨非常災害対策、⑩虐待

防止のための措置に関する事項、⑪その他運営に関する重要事項）

〇

6 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要【参考様式５】 〇

7 地域密着型介護サービス費の請求に関する事項 〇

8 
法第７８条の２第４項各号に該当しないことを誓約する書面【参考様

式７】
〇

申請書受理日 令和６年 12 月 27 日 

事業者名称 株式会社航和 

事業所名称 デイサービス金沢の丘 

利用定員 18 人 

現地確認実施日 令和７年２月 18 日 
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地域密着型通所介護チェックリスト

○人員基準

基        準 申請の内容 適否

管
理
者

 事業所毎に専従常勤の管理者を置かなけ

ればならない。 

ただし、管理上支障がない場合は、当該

事業所の他の職務に従事し、または同一敷

地内にある他の事業所等の職務に従事する

ことができる。

管理者兼介護職員

 高橋 範文
適

生
活
相
談
員

提供時間帯を通じて専従で１以上確保さ

れるための必要数。 

サービス提供日：月～土

サービス提供時間：６h 

佐藤 政美

（資格）介護福祉士

 阿部 優子

（資格）社会福祉主事

適

看
護
職
員
又
は
介
護
職
員

（利用定員 10 名以下の場合） 

 提供時間帯を通じて専従で１以上確保さ

れるための必要数。 

（利用定員 10 名を超える場合） 

准看護師 菅原 優子

准看護師 千葉 かね子
適

看
護
職
員

提供時間帯を通じて１以上確保さ

れていること。（配置される必要は

ないが密接かつ適切な連携必要。） 

看護職員は看護師もしくは准看護師

介
護
職
員

提供時間帯を通じて専従で、利用

者１５に対して１以上で、５又はそ

の端数を増すごとに１を加えた数以

上。

利用者 16～20 人 ⇒ 介護職員２以上

 利用者 21～25 人 ⇒ 介護職員３以上・・・

利用者 18 名

介護職員２名

岩淵 裕子

田野崎 久

適

生活相談員、看護職員または介護職員のうち１人

以上は常勤でなければならない。

常勤４人（生活相談員２名、

介護職員２名）
適

機
能
訓
練
指
導
員

 １以上

 日常生活を営むのに必要な機能の減退を

防止するための訓練を行う能力を有する

者。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、

柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師。

常勤兼務２人

 准看護師 菅原 優子

准看護師 千葉 かね子

適

8



地域密着型通所介護チェックリスト

○設備基準

基     準 申請の内容 適否

１ 食堂、機能訓練室

 それぞれ必要な広さがあり、合計面積は３㎡×利

用定員以上。

 食事の提供及び機能訓練の実施上支障がない場

合は、食堂、機能訓練室は同一の場所とできる。

100.68 ㎡≧54 ㎡

（３㎡×18 人＝54 ㎡）
適

２ 相談室

 遮へい物の設置等により、相談の内容が漏えいし

ないように配慮すること。

相談室あり 適

３ その他

 食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室の

ほか、消火設備その他の設備及び備品を備えるこ

と。

食堂兼機能訓練室、静養室、

相談室、事務室、消火設備

（消火器、避難口誘導灯）

適

○一般基準

基     準 申請の内容 適否

利用定員 １単位 18 人以下 定員 18 人 適

9



地域密着型通所介護チェックリスト

○介護給付費関係

加算（減算）項目 確認事項 算定 適

否

職員の欠員によ

る減算の状況

「なし」の場合、介護職員の員数が認定基準を充足している。
なし 適

定員超過利用減

算

「なし」の場合、月平均の利用者数が運営規程に定める利用

定員を超えていない。
なし 適

高齢者虐待防止

措置未実施減算

「なし」の場合、虐待防止に関する必要な措置を実施してい

る。 
なし 適

業務継続計画未

策定減算

「なし」の場合、業務継続計画を策定している。 
なし 適

感染症又は災害

の発生を理由と

する利用者数の

減少が一定以上

生じている場合

の対応

感染症又は災害の発生を理由とする利用者の減少が生じ、当該月

の利用者の実績が、当該月の前年度における月平均の利用者より

100 分の５以上減少している。

時間延長サービ

スの体制

８時間以上９時間未満の地域密着型通所介護の前後に連続して

日常生活の世話を行う場合について、５時間を限度として算定さ

れるもの。当該事業所の実情に応じて、延長サービスを行うため

に必要な適当数の従業者を置いている。

共生型サービス

の提供

共生型サービスとして地域密着型通所介護サービス提供をする

場合に算定。

・指定生活介護事業者が行う場合 所定単位数の 93/100 

・指定自立訓練（機能訓練）事業者又は指定自立訓練（生活訓練）

事業者が行う場合 所定単位数の 95/100 

・指定児童発達支援事業者が行う場合 所定単位数の 90/100 

・指定放課後等デイサービス事業者が行う場合 所定単位数の

90/100 

入浴介助加算Ⅰ 入浴介助を適切に行うことのできる人員及び設備を有している。 有 適

入浴介助加算Ⅱ 医師、理学療法士等が利用者の居宅を訪問して浴室環境と浴室に

おける利用者の動作を評価し、その結果を踏まえた個別の入浴計

画を作成。

中重度者ケア体

制加算

基準の看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職

員を常勤換算方法で２以上確保している。時間帯を通じて専従の

看護職員を１名以上確保している。

前年度又は算定日が属する月の前３月間の利用者の総数のうち、

要介護３，４，５である者の割合が 30％以上。
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地域密着型通所介護チェックリスト

生活機能向上連

携加算Ⅰ

外部との連携（訪問リハ・通所リハ・リハ実施の医療施設の理学

療法士等からの助言）により利用者の身体の状況等の評価を行い

個別機能訓練計画を作成し、その進捗状況を３月に１回以上評価

している場合、３月に１回を限度に算定。

生活機能向上連

携加算Ⅱ

外部との連携（訪問リハ・通所リハ・リハ実施の医療施設の理学

療法士等が事業所を訪問）により利用者の身体の状況等の評価を

行い個別機能訓練計画を作成し、その進捗状況を３月に１回以上

評価している場合、１月に１回を限度に算定。

個別機能訓練加

算Ⅰイ

専ら機能訓練指導員に従事する理学療法士等を１名配置。機能訓

練指導員等が共同で個別機能訓練計画を作成し、計画に基づき理

学療法士等が計画的に機能訓練を実施。機能訓練指導員等が利用

者の居宅を訪問して計画を作成し、その後も３月に１回以上利用

者の居宅を訪問し、生活状況を確認するとともに、必要に応じて

計画の見直しを行うこと。

個別機能訓練加

算Ⅰロ

加算Ⅰイで配置された理学療法士等に加えて、専ら機能訓練の職

務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて１名

以上配置すること。

加算Ⅰイの要件を満たすこと。

個別機能訓練加

算Ⅱ

加算Ⅰイ又は加算Ⅰロのいずれかの要件を満たすこと。

利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報尾厚生労働省

に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練

の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

ADL 維持等加算

Ⅰ

・評価対象者の数が 10 人以上。

・対象者全員について、評価対象利用開始月から起算して６月目

において ADL を評価し、その評価に基づく値（ADL 値）を測定

し、測定した日の属する月ごとに厚生労働省に提出。

・ADL 利得の平均値が１以上

ADL 維持等加算

Ⅱ

・評価対象者の数が 20 人以上。

・対象者全員について、評価対象利用開始月から起算して６月目

において ADL を評価し、その評価に基づく値（ADL 値）を測定

し、測定した日の属する月ごとに厚生労働省に提出。

・ADL 利得の平均値が２以上

認知症加算 基準の看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職

員を常勤換算方法で２以上確保している。時間帯を通じて、認知

症介護の指導に係る専門的な研修等を修了した者を１名以上配

置。事業所における前年度又は算定日が属する月の前３月間の利

用者の総数のうち、日常生活自立度のランクがⅢ、Ⅳ、M に該当

する者の割合が 20％以上。
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地域密着型通所介護チェックリスト

若年性認知症利

用者受入加算

受け入れた若年性認知症利用者（初老期における認知症によって

要介護者となった者）ごとに個別に担当者を定めている。

栄養アセスメン

ト・栄養改善体制

従業者または外部との連携により管理栄養士を１名以上配置。

【栄養アセスメント加算】利用者ごとに管理栄養士等が共同で栄

養アセスメントを３月に１回以上行う。利用者ごとの栄養状態等

の情報を厚生労働省へ提出し、当該情報その他栄養管理の適切か

つ有効な実施のために必要な情報を活用している。

【栄養改善体制加算】管理栄養士等が挙動して栄養ケア計画を作

成。計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスの提供。利用者

ごとの栄養ケア計画の進捗状況をおおむね３月毎に評価し、介護

支援専門員や主治医に対して情報提供。

口腔機能向上加

算

言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置。言語聴覚

士等による口腔機能改善管理指導計画の作成。計画に基づく口腔

機能向上サービスの提供。利用者毎の計画の進捗状況を定期的に

評価し、介護支援専門員等へ情報提供。

科学的介護推進

体制加算

利用者毎の ADL 値、利用状態、口腔機能、認知症の症状その他

の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省へ提

出及び情報の活用。

有 適

サービス提供体

制強化加算Ⅰ

以下のいずれかに該当。

・介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が 100 分の 70

以上

・介護職員の総数のうち勤続年数が 10 年以上の介護福祉士の占

める割合が 100 分の 25 以上

サービス提供体

制強化加算Ⅱ

以下に該当。

・介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が 100 分の 50

以上

有 適

サービス提供体

制強化加算Ⅲ

以下のいずれかに該当。

・介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が 100 分の 40

以上

・勤続年数７年以上の介護福祉士が 100 分の 30 以上

介護職員等処遇

改善加算

介護職員に対して賃金改善等の処遇改善を実施している場合に、

以下の単位数を加算。

加算Ⅰ 加算Ⅱ 加算Ⅲ 加算Ⅳ

有

加算

Ⅰ

適
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地域密着型通所介護チェックリスト

○提出書類

提 出 書 類 名 チェック欄

1 指定申請書【第１号様式】 〇

2 指定更新申請書【第５号様式】

3 事業所の指定に係る記載事項【付表９－１】 〇

4 事業所等所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項【付表９－２】

添 付 書 類 チェック欄

1 申請者の登記事項証明書又は条例等 〇

2 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表【参考様式１】 〇

3 
事業所の平面図、配置図、位置図（公図の写し等に予定地をマーカー

等で色づけすること。）【参考様式３】
〇

4 設備・備品等に係る一覧表【参考様式４】 〇

5 

運営規程（①事業の目的及び運営の方針、②従業者の職種、員数及び

職務の内容、③営業日及び営業時間、④利用定員、⑤サービスの内容

及び利用料等、⑥通常の事業の実施地域、⑦サービス利用に当たって

の留意事項、⑧緊急時等における対処方法、⑨非常災害対策、⑩虐待

防止のための措置に関する事項、⑪その他運営に関する重要事項）

〇

6 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要【参考様式５】 〇

7 地域密着型介護サービス費の請求に関する事項 〇

8 
法第７８条の２第４項各号に該当しないことを誓約する書面【参考様

式７】
〇

申請書受理日 令和７年１月 22 日 

事業者名称 株式会社ドクターアイズ 

事業所名称 リハニック一関 

利用定員 10 人 

現地確認実施日 令和７年２月６日 

17



地域密着型通所介護チェックリスト

○人員基準

基        準 申請の内容 適否

管
理
者

 事業所毎に専従常勤の管理者を置かなけ

ればならない。 

ただし、管理上支障がない場合は、当該

事業所の他の職務に従事し、または同一敷

地内にある他の事業所等の職務に従事する

ことができる。

管理者兼機能訓練指導員

 小野寺 卓
適

生
活
相
談
員

提供時間帯を通じて専従で１以上確保さ

れるための必要数。 

サービス提供日：月～金

サービス提供時間：６h 

横山 浩基

（資格）社会福祉主事

適

看
護
職
員
又
は
介
護
職
員

（利用定員 10 名以下の場合） 

 提供時間帯を通じて専従で１以上確保さ

れるための必要数。 

看護職員又は介護職員

１名以上

菅原 亜弥子

適

（利用定員 10 名を超える場合） 

看
護
職
員

提供時間帯を通じて１以上確保さ

れていること。（配置される必要は

ないが密接かつ適切な連携必要。） 

看護職員は看護師もしくは准看護師

介
護
職
員

提供時間帯を通じて専従で、利用

者１５に対して１以上で、５又はそ

の端数を増すごとに１を加えた数以

上。

利用者 16～20 人 ⇒ 介護職員２以上

 利用者 21～25 人 ⇒ 介護職員３以上・・・

生活相談員、看護職員または介護職員のうち１人

以上は常勤でなければならない。

常勤２人（生活相談員１名、

介護職員１名）
適

機
能
訓
練
指
導
員

 １以上

 日常生活を営むのに必要な機能の減退を

防止するための訓練を行う能力を有する

者。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、

柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師。

常勤兼務１人

 柔道整復師 小野寺 卓
適

18



地域密着型通所介護チェックリスト

○設備基準

基     準 申請の内容 適否

１ 食堂、機能訓練室

 それぞれ必要な広さがあり、合計面積は３㎡×利

用定員以上。

 食事の提供及び機能訓練の実施上支障がない場

合は、食堂、機能訓練室は同一の場所とできる。

92.6 ㎡≧30 ㎡

（３㎡×10 人＝30 ㎡）
適

２ 相談室

 遮へい物の設置等により、相談の内容が漏えいし

ないように配慮すること。

相談室あり 適

３ その他

 食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室の

ほか、消火設備その他の設備及び備品を備えるこ

と。

食堂兼機能訓練室、静養室、

相談室、事務室、消火設備

（消火器、避難口誘導灯）

適

○一般基準

基     準 申請の内容 適否

利用定員 １単位 18 人以下 定員 10 人 適
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地域密着型通所介護チェックリスト

○介護給付費関係

加算（減算）項目 確認事項 算定 適

否

職員の欠員によ

る減算の状況

「なし」の場合、介護職員の員数が認定基準を充足している。
なし 適

定員超過利用減

算

「なし」の場合、月平均の利用者数が運営規程に定める利用

定員を超えていない。
なし 適

高齢者虐待防止

措置未実施減算

「なし」の場合、虐待防止に関する必要な措置を実施してい

る。 
なし 適

業務継続計画未

策定減算

「なし」の場合、業務継続計画を策定している。 
なし 適

感染症又は災害

の発生を理由と

する利用者数の

減少が一定以上

生じている場合

の対応

感染症又は災害の発生を理由とする利用者の減少が生じ、当該月

の利用者の実績が、当該月の前年度における月平均の利用者より

100 分の５以上減少している。

時間延長サービ

スの体制

８時間以上９時間未満の地域密着型通所介護の前後に連続して

日常生活の世話を行う場合について、５時間を限度として算定さ

れるもの。当該事業所の実情に応じて、延長サービスを行うため

に必要な適当数の従業者を置いている。

共生型サービス

の提供

共生型サービスとして地域密着型通所介護サービス提供をする

場合に算定。

・指定生活介護事業者が行う場合 所定単位数の 93/100 

・指定自立訓練（機能訓練）事業者又は指定自立訓練（生活訓練）

事業者が行う場合 所定単位数の 95/100 

・指定児童発達支援事業者が行う場合 所定単位数の 90/100 

・指定放課後等デイサービス事業者が行う場合 所定単位数の

90/100 

入浴介助加算Ⅰ 入浴介助を適切に行うことのできる人員及び設備を有している。

入浴介助加算Ⅱ 医師、理学療法士等が利用者の居宅を訪問して浴室環境と浴室に

おける利用者の動作を評価し、その結果を踏まえた個別の入浴計

画を作成。

中重度者ケア体

制加算

基準の看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職

員を常勤換算方法で２以上確保している。時間帯を通じて専従の

看護職員を１名以上確保している。

前年度又は算定日が属する月の前３月間の利用者の総数のうち、

要介護３，４，５である者の割合が 30％以上。
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地域密着型通所介護チェックリスト

生活機能向上連

携加算Ⅰ

外部との連携（訪問リハ・通所リハ・リハ実施の医療施設の理学

療法士等からの助言）により利用者の身体の状況等の評価を行い

個別機能訓練計画を作成し、その進捗状況を３月に１回以上評価

している場合、３月に１回を限度に算定。

生活機能向上連

携加算Ⅱ

外部との連携（訪問リハ・通所リハ・リハ実施の医療施設の理学

療法士等が事業所を訪問）により利用者の身体の状況等の評価を

行い個別機能訓練計画を作成し、その進捗状況を３月に１回以上

評価している場合、１月に１回を限度に算定。

個別機能訓練加

算Ⅰイ

専ら機能訓練指導員に従事する理学療法士等を１名配置。機能訓

練指導員等が共同で個別機能訓練計画を作成し、計画に基づき理

学療法士等が計画的に機能訓練を実施。機能訓練指導員等が利用

者の居宅を訪問して計画を作成し、その後も３月に１回以上利用

者の居宅を訪問し、生活状況を確認するとともに、必要に応じて

計画の見直しを行うこと。

有 適

個別機能訓練加

算Ⅰロ

加算Ⅰイで配置された理学療法士等に加えて、専ら機能訓練の職

務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて１名

以上配置すること。

加算Ⅰイの要件を満たすこと。

個別機能訓練加

算Ⅱ

加算Ⅰイ又は加算Ⅰロのいずれかの要件を満たすこと。

利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報尾厚生労働省

に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練

の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

ADL 維持等加算

Ⅰ

・評価対象者の数が 10 人以上。

・対象者全員について、評価対象利用開始月から起算して６月目

において ADL を評価し、その評価に基づく値（ADL 値）を測定

し、測定した日の属する月ごとに厚生労働省に提出。

・ADL 利得の平均値が１以上

有 適

ADL 維持等加算

Ⅱ

・評価対象者の数が 20 人以上。

・対象者全員について、評価対象利用開始月から起算して６月目

において ADL を評価し、その評価に基づく値（ADL 値）を測定

し、測定した日の属する月ごとに厚生労働省に提出。

・ADL 利得の平均値が２以上

認知症加算 基準の看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職

員を常勤換算方法で２以上確保している。時間帯を通じて、認知

症介護の指導に係る専門的な研修等を修了した者を１名以上配

置。事業所における前年度又は算定日が属する月の前３月間の利

用者の総数のうち、日常生活自立度のランクがⅢ、Ⅳ、M に該当

する者の割合が 20％以上。
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地域密着型通所介護チェックリスト

若年性認知症利

用者受入加算

受け入れた若年性認知症利用者（初老期における認知症によって

要介護者となった者）ごとに個別に担当者を定めている。

栄養アセスメン

ト・栄養改善体制

従業者または外部との連携により管理栄養士を１名以上配置。

【栄養アセスメント加算】利用者ごとに管理栄養士等が共同で栄

養アセスメントを３月に１回以上行う。利用者ごとの栄養状態等

の情報を厚生労働省へ提出し、当該情報その他栄養管理の適切か

つ有効な実施のために必要な情報を活用している。

【栄養改善体制加算】管理栄養士等が挙動して栄養ケア計画を作

成。計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスの提供。利用者

ごとの栄養ケア計画の進捗状況をおおむね３月毎に評価し、介護

支援専門員や主治医に対して情報提供。

口腔機能向上加

算

言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置。言語聴覚

士等による口腔機能改善管理指導計画の作成。計画に基づく口腔

機能向上サービスの提供。利用者毎の計画の進捗状況を定期的に

評価し、介護支援専門員等へ情報提供。

科学的介護推進

体制加算

利用者毎の ADL 値、利用状態、口腔機能、認知症の症状その他

の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省へ提

出及び情報の活用。

有 適

サービス提供体

制強化加算Ⅰ

以下のいずれかに該当。

・介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が 100 分の 70

以上

・介護職員の総数のうち勤続年数が 10 年以上の介護福祉士の占

める割合が 100 分の 25 以上

サービス提供体

制強化加算Ⅱ

以下に該当。

・介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が 100 分の 50

以上

有 適

サービス提供体

制強化加算Ⅲ

以下のいずれかに該当。

・介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が 100 分の 40

以上

・勤続年数７年以上の介護福祉士が 100 分の 30 以上

介護職員等処遇

改善加算

介護職員に対して賃金改善等の処遇改善を実施している場合に、

以下の単位数を加算。

加算Ⅰ 加算Ⅱ 加算Ⅲ 加算Ⅳ

有

加算

Ⅱ

適
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指定介護予防支援事業者の指定更新について 

１ 概要 

   介護保険法(平成９年法律第 123 号)に基づいて指定した介護保険サービスの事業者は、基準

の適合状況を定期的に確認するため、指定の効力に６年間の期限が設けられています。 

   これにより、事業者は指定日から６年を経過するごとに指定の効力を失うこととなるため、

有効期間満了日までに指定の更新を受ける必要があります。 

   今回指定の更新を行おうとする次の事業所については、これまで重大な基準違反と認められ

る事項はなく、一関地区広域行政組合指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成

27 年一関地区広域行政組合条例第１号）の人員基準、設備基準に適合していることを確認して

おります。 

２ 対象事業所 

 事業所名   ふじさわ地域包括支援センター指定介護予防支援事業所 

 事業者名   一関市 

 事業所所在地 一関市藤沢町藤沢字町裏 52 番地２ 

 指定期間   令和７年４月１日から令和 13 年３月 31日 

          （更新前 平成 31年４月 1日から令和７年３月 31 日） 

３ 現地確認日   令和７年２月７日（金） 

４ 人員等の基準 

基        準 申請の内容 適否 

管
理
者

指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援

事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならな

い。 

地域包括支援センターの設置者である指定介護

予防支援事業者が置く管理者は、専らその職務に

従事する者でなければならない。ただし、指定介

護予防支援事業所の管理に支障がない場合は、当

該指定介護予防支援事業所の他の職務に従事し、

又は当該指定介護予防支援事業者である地域包括

支援センターの職務に従事することができるもの

とする。 

常勤兼務 小野寺 朝子 

（地域包括支援センター看護

師との兼務） 

適 
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従
業
者

地域包括支援センターの設置者である指定介護

予防支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに

１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる

必要な数の保健師その他の指定介護予防支援に関

する知識を有する職員を置かなければならない。 

第１号被保険者の数がおおむね 3,000 人以上

6,000 人未満ごとに３職種（保健師、社会福祉士及

び主任介護支援専門員（これらに準ずるものを含

む））各１人 

第１号被保険者の数がおおむね 2,000 人以上

3,000 人未満の場合、３職種のうち保健師その他こ

れに準ずる者１人及び社会福祉士その他これに準

ずる者又は主任介護支援専門員その他これに準ず

る者のいずれか１人 

・常勤兼務の３職種３人 

（うち１人は管理者兼務） 

※第 1 号被保険者数 3,000 人以上

6,000 人未満 

・その他の非常勤専従１人 

適 

設
備
及
び
備
品
等

 事業を行うために必要な広さの区画を有すると

ともに、指定介護予防支援の提供に必要な設備及

び備品等を備えなければならない。 

専用の事務室又は区画について、相談、サービ

ス担当者会議等に対応するのに適切なスペースを

確保しなければならない。

必要な広さの区画、設備等と

相談・会議等に対応するスペ

ースを確保している。 

適 

◎位置図 
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 －     ）

029 － 0803 )

人

備考

岩手県一関市藤沢町藤沢字町裏52-2

１　記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか又は次頁の記入欄不足時の書類を添付してください。
２　管理者の兼務については、添付資料にて確認可能な場合は記載を省略することが可能です。

1

事業開始時の利用者の推定数 130

添付書類 別添のとおり

常  勤（人） 3

非常勤（人）

管

理

者

フリガナ オノデラ　トモコ

住所

（郵便番号

氏　　名 小野寺　朝子
岩手県一関市千厩町千厩字久保田76-23

生年月日 1970年3月31日

当該介護予防支援事業所における他の職務との兼務の有無

地域包括支援センターの従業者との
兼務（兼務の場合のみ記入）

名称 ふじさわ地域包括支援センター

兼務する職種
及び勤務時間等

看護師

8：30～17：15

○人員に関する基準の確認に必要な事項

従業者の職種・員数（人）
担当職員

専従 兼務

0191-63-2094

Email koureicen@city.ichinoseki.iwate.jp
連絡先

電話番号 0191-63-3181 （内線） 601

法人番号 4000020032093

事

業

所

付表第二号（十二）  指定介護予防支援事業所の指定等に係る記載事項

フリガナ フジサワチイキホウカツシエンセンターシテイカイゴヨボウシエンジギョウショ

名    称 ふじさわ地域包括支援センター指定介護予防支援事業所

所在地

（郵便番号 029 3405

FAX 番号

有 無

4



介護保険料における基準額の改正について 

○ 介護保険法施行令（平成 10 年政令第 412 号）では、介護保険料の算定にお

いて、老齢基礎年金（満額）の支給額相当として、年金収入等 80 万円を基準

として設定している。（第１、第２、第４、第５段階） 

 ※ 基準設定時（平成 17 年度）の老齢基礎年金（満額）の支給額 

794,500 円/年 

○ 国では、令和６年（１～12 月）の老齢基礎年金（満額）の支給額が 809,000

円となり、80 万円を超えることを踏まえ、基準を見直し、介護保険法施行令

を改正し、年金収入等 809,000 円を基準とすることとした。（令和７年４月１

日施行） 

○ 以上により、令和７年度からの当組合の介護保険料の基準について、裏面

のとおり改正する。 

【介護保険法施行令の一部を改正する政令（令和７年１月 22 日政令第 11 号）】 

 内閣は、介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 129 条第２項の規定に基づ

き、この政令を制定する。 

 介護保険法施行令（平成 10 年政令第 412 号）の一部を次のように改正する。 

 第 38 条第１項第１号ハ及び第４号イ並びに第 39 条第１項第１号ハ及び第４

号イ中「80 万円」を「80 万９千円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この政令は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この政令による改正後の規定は、令和７年度以後の年度分の保険料に係る

保険料率の算定について適用し、令和６年度以前の年度分の保険料に係る保

険料率の算定については、なお従前の例による。 

※ 高額介護（予防）サービス費、補足給付における年金収入等 80 万円の基準

についても、同様に措置される予定（令和７年８月施行予定） 

1
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　保険料基準額の算定

４　第１号被保険者の年額保険料

0.39
（059）

28,800

0.685
（０.69）

50,600

0.90 66,500

1.00 73,900

1.20 88,600

1.30 96,000

1.50 110,800

1.70 125,600

1.90 140,300

2.10 155,100

2.30 169,900

2.40 177,300

第６段階
前年の合計所得金額が120万円未満
の方

第７段階
前年の合計所得金額が120万円以上
210万円未満の方

第８段階
前年の合計所得金額が210万円以上
320万円未満の方

第９段階
前年の合計所得金額が320万円以上
420万円未満の方

第10段階
前年の合計所得金額が420万円以上
520万円未満の方

第12段階

第13段階

本人が市町村民
税課税

第４段階
世帯の誰かに市
町村民税が課税
されているが、本
人は市町村民税
非課税

前年の合計所得金額と課税年金収入
額の合計額が80万円以下の方

第５段階

第３段階

本人とその世帯
全員が市町村民
税非課税

老齢福祉年金受給者

前年の合計所得金額と課税年金収入
額の合計額が80万円以下の方

第２段階
前年の合計所得金額と課税年金収入
額の合計額が80万円を超え120万円
以下の方

前年の合計所得金額と課税年金収入
額の合計額が120万円を超える方

前年の合計所得金額が620万円以上
720万円未満の方

前年の合計所得金額が720万円以上
の方

第11段階
前年の合計所得金額が520万円以上
620万円未満の方

　　第１号被保険者の介護保険料は、第９期計画期間(令和６～８年度)中の保険給付費及び地域
　支援事業費を基に算定します。

第１号被保険者保険料基準額（月額）　6,155円 

区分 対象者
基準額に対する

割合
年額保険料
（円）

保険料収納必要額÷予定保険料収納率（99.0％）÷補正後被保険者数÷12（か月）

前年の合計所得金額と課税年金収入
額の合計額が80万円を超える方

第１段階

生活保護受給者

0.285
（0.455）

21,100

2

80.9万円

80.9万円

80.9万円

80.9万円

第９期介護保険事業計画（令和６年３月
一関地区広域行政組合）110ページ


